
視覚障害者用時計 視覚障害１・２級 18歳以上 14,600 ５年

視覚障害者用ポータブル
レコーダー（録音再生
機）

視覚障害１・２級 学齢児以上 85,000 ６年

視覚障害者用ポータブル
レコーダー（再生専用
機）

視覚障害１・２級 学齢児以上 48,000 ６年

視覚障害者用テープレ
コーダー

視覚障害１・２級
なお、ポータブルレコーダーの
使用が困難な人を原則対象

学齢児以上 23,000 ５年

点字タイプライター 視覚障害１・２級 就学者、就労者
または就労見込
みの人

63,100 ５年

電磁調理器 視覚障害１・２級
(視覚障害者のみの世帯及びこ
れに準ずる世帯)

18歳以上 15,000 ６年

視覚障害者用体温計
（音声式）

視覚障害１・２級 学齢児以上 9,000 ５年

視覚障害者用体重計 視覚障害１・２級 18歳以上 18,000 ５年

音声血圧計 視覚障害１・２級 40歳以上 15,000 ５年

視覚障害者用音声ＩＣタ
グレコーダー

視覚障害１・２級で、必要と認
められる人

学齢児以上 39,900 ５年

226,000 ８年

タブレット端末
50,000

アプリ
社会通念上、適当と
思われる額。

視覚障害者用音声読書器 視覚障害者であって、本装置に
より文字等を読むことが可能に
なる人
なお、拡大読書器の使用が困難
な者を原則対象

学齢児以上 198,000 ８年

暗所視支援眼鏡 視覚障害者であって、網膜色素
変性症等により夜盲または視野
狭窄の症状があり、白杖を使用
した単独歩行が可能で、医師に
より有用性及び安全に使用でき
ることが確認できた人

※申請前に、指定する病院で医
師の診察を受けていただく必要
があります。詳しくは各区役
所・支所にお問い合わせくださ
い。

12歳以上 198,000 ８年

歩行時間延長信号機用小
型送信機

視覚障害１・２級 学齢児以上 12,000 １０年

視

覚

障

害

者

向

４年

学齢児以上視覚障害者であって、本装置に
より文字等を読むことが可能に
なる人
※タブレットに関しては、事前
に講習を受けていただく必要が
あります。詳しくは各区役所・
支所にお問い合わせください。

耐用
年数

重
　
複
　
不
　
可

種　　目 障害および程度 年齢 基準額（円）

視覚障害者用拡大読書器

重
　
複
　
不
　
可
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視覚障害者用活字文書読
上げ装置(音声コード読
み上げ装置）

視覚障害１・２級 学齢児以上 99,800 ６年

点　字　器
（標準型）
★

視覚障害者であって、点字を習
得している人

学齢児以上 8,700 ７年

点　字　器
（携帯用）
★

視覚障害者であって、点字を習
得している人

学齢児以上 7,500 ５年

情報・通信支援補助用具
★

視覚障害１・２級 学齢児以上 100,000 ５年

点字ディスプレイ 視覚障害１・２級で、必要と認
められる人

18歳以上 383,500 ６年

聴覚障害者用屋内信号装
置
※1

聴覚障害１・２級 18歳以上 87,400 １０年

聴覚障害者用屋内信号装
置（火災警報機用）

聴覚障害１・２級
※火災警報機と同時購入に限る

18歳以上 21,600 １０年

聴覚障害者用通信装置
（ファックス等）

聴覚障害者または発声・発語に
著しい障害を有する人であっ
て、コミュニケーション、緊急
連絡等の手段として必要と認め
られる人

学齢児以上 20,000 ５年

聴覚障害者用情報受信装
置

聴覚障害者であって、本装置に
よりテレビの視聴が可能になる
人

年齢制限なし 88,900 ６年

人工内耳体外部装置

★

現に人工内耳を装用している聴
覚障害者で、医師より医療保険
等の給付制度を利用して本装置
の買い替えができないと判断さ
れた人　※4

年齢制限なし 300,000 ５年

ボタン電池
2,500（月額）

―

充電池及び充電器
30,000

３年

人工喉頭
（笛式）
★

音声機能もしくは言語機能障害
者で、喉頭摘出した人

年齢制限なし 5,200 ４年

人工喉頭
（電動式）
★

音声機能もしくは言語機能障害
者で、喉頭摘出した人

年齢制限なし 72,300 ５年

人工喉頭
（埋込式）付属品
★

音声機能もしくは言語機能障害
者で、喉頭摘出をしており、常
時人工喉頭を使用する人

年齢制限なし 5,000（月額） ―

発声補助装置
★

上記のうち食道発声が可能な人 年齢制限なし 58,500 ５年

携帯用会話補助装置
★

音声機能もしくは言語機能障害
者または肢体障害者であって、
発声・発語に著しい障害を有す
る人

学齢児以上 98,800 ５年

聴

覚

言

語

障

害

者

向

視
 
覚
 
障
 
害
 
者
 
向

現に人工内耳を装用している聴
覚障害者

年齢制限なし人工内耳用電池

★

重
複
不
可

2



腰掛便座

●

下肢または体幹機能障害１・２
級

学齢児以上 23,100 ８年

訓練いす 下肢または体幹機能障害１・２
級

３歳以上
18歳未満

33,100 ５年

特殊マット（防水マッ
ト）
●

下肢または体幹機能障害１・２
級

３歳以上 24,600 ３年

床ずれ防止用具
●（エアマット、除圧
マット）

下肢または体幹機能障害１級
（褥瘡の予防が必要な人に限
る）

３歳以上 102,000 ５年

下肢または体幹機能障害１・２
級

両上肢機能全廃または両上肢を
上腕の２分の１以上で欠く人
で、一下肢の機能全廃または一
下肢を大腿の２分の１以上で欠
く人

特殊尿器
●

下肢または体幹機能障害１級
（常時介護を要する人に限る）

学齢児以上 67,000 ５年

●入浴担架 下肢または体幹機能障害１・２
級（入浴にあたって、家族等他
人の介助を要する人に限る）

３歳以上 82,400 ５年

体位変換器
●

下肢または体幹機能障害１・２
級（下着交換等について、家族
等他人の介助を要する人に限
る）

３歳以上 15,000 ５年

携帯用会話補助装置
★

音声機能もしくは言語機能障害
者または肢体障害者であって、
発声・発語に著しい障害を有す
る人

学齢児以上 98,800 ５年

入浴補助用具
●

下肢または体幹機能障害者で
あって入浴に介助を必要とする
人

３歳以上 90,000 ５年

移動用リフト
●（昇降座いす）

下肢または体幹機能障害１・２
級

３歳以上 159,000 ４年

移動用リフト
●

下肢または体幹機能障害１・２
級で、機器の設置・稼動スペー
スを確保できる人

３歳以上 250,000
(本体のみ200,000)
(つり具のみ50,000)

４年

歩行支援用具
●

平衡機能または下肢もしくは体
幹機能障害者で、家庭内の移動
等において介助を必要とする人

３歳以上 60,000 ８年

住宅改修費
●

下肢または体幹機能障害１～３
級

年齢制限なし 200,000 ―

頭部保護帽Ａ
★

平衡機能または下肢もしくは体
幹機能に障害を有し、頻繁に転
倒する人

年齢制限なし Ａ15,700 ３年

頭部保護帽Ｂ
★ ※2

平衡機能または下肢もしくは体
幹機能に障害を有し、頻繁に転
倒する人

年齢制限なし Ｂ37,900 ３年

肢
　
体
　
不
　
自
　
由
　
者
　
向

３歳以上

重
複
不
可

８年

重
複
不
可

154,000特殊寝台
●

重
　
複
　
不
　
可
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情報・通信支援補助用具
★

上肢障害１・２級 学齢児以上 100,000 ５年

歩行補助つえ
（木製）★

下肢または体幹機能障害者 ３歳以上 2,400 ３年

歩行補助つえ
（軽金属製）★

下肢または体幹機能障害者 ３歳以上 3,200 ３年

収尿器
★

下肢または体幹機能障害者で
あって排泄障害を伴う人、ぼう
こう機能障害者（尿路変更して
いる人を除く）

年齢制限なし 8,800 １年

洗浄機能付便座 上肢障害１・２級 学齢児以上 50,000 ５年

紙おむつ等（紙おむつ，
紙おむつ代用品（サラ
シ・ガーゼ・脱脂綿，ア
ナルプラグ, パッド・
パッド付パンツ等））

※固定用テープ及び介護
用洗浄用品、使い捨て汚
損防止シートを含む。

下肢または体幹機能障害者であ
り、３歳未満に発現した非進行
性脳病変による脳原性運動機能
障害により、排尿もしくは排便
の意思表示が困難であって、次
のA,Bの両方を満たす人

A.自力（自らの意思）でトイレ
に行き、便座※に座ることがで
きないこと
B.介助による定時排泄をするこ
とができないこと

※排便補助具及び洗浄機能付便
座の使用を含む。ただし、原則
１年間に限り、自立訓練のため
に排便補助具を併用する場合を
除く。

３歳以上 12,000（月額） －

透析液加温器 腎臓機能障害１～３級で自己連
続携行式腹膜灌流法(CAPD)によ
り透析療法を行う人

３歳以上 51,500 ５年

酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害者であって、医
療保険における在宅酸素療法を
行う人

18歳以上 17,000 １０年

36,000

※電気式たん吸引器
との両用器について
は72,500

　
　
　
　
　
　
肢
　
体
　
不
　
自
　
由
　
者
　
向

　
　
内
　
部
　
障
　
害
　
者
　
向

重
複
不
可

５年呼吸器機能障害１～３級または
同程度の身体障害者（身体障害
者手帳３級以上で必要が認めら
れる人）※4

年齢制限なし

ただし学齢児未
満の場合は、医
師の意見書によ
り必要が認めら
れる人

　
重
複
不
可

ネブライザー
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56,400

※ネブライザーとの
両用器については
72,500

手動式たん吸引器 呼吸器機能障害１～３級または
同程度の身体障害者（身体障害
者手帳３級以上で必要が認めら
れる人）
なお、電気式たん吸引器の使用
が困難な人を原則とする　※4

年齢制限なし 3,800（月額） ―

動脈血中酸素飽和度測定
器(パルスオキシメー
ター）

呼吸器機能障害１～３級または
心臓機能障害１～３級の者で
あって、次のいずれかに該当す
る人　※4
①在宅酸素療法を行う人
②人工呼吸器を常時必要とする
人
③医師により血中の酸素濃度を
測定することが必要と認められ
た人

年齢制限なし 36,000 ５年

内
　
部
　
障
　
害
　
者
　
向

洗腸装具
（固定用テープ及び介護
用洗浄用品を含む。）

★

ぼうこうまたは直腸機能障害者
であって、次のいずれかに該当
する人

①治療によって軽快の見込みの
ないストーマ周辺の皮膚の著し
いびらん、ストーマの変形のた
めストーマ装具を装着すること
ができない人で、紙おむつ等の
用具類を必要とする人

②先天性疾患（先天性鎖肛を除
く）に起因する神経障害による
高度の排尿機能障害または高度
の排便機能障害のある人で、紙
おむつ等の用具類を必要とする
人

③先天性鎖肛に対する肛門形成
術に起因する高度の排便機能障
害のある人で、紙おむつ等の用
具類を必要とする人

３歳以上 17,800 6ヶ月

―畜便袋
8,900（月額）

畜尿袋
11,700（月額）

12,000（月額）

年齢制限なし

ただし学齢児未
満の場合は、医
師の意見書によ
り必要が認めら
れる人

５年呼吸器機能障害１～３級または
同程度の身体障害者（身体障害
者手帳３級以上で必要が認めら
れる人）※4

－３歳以上紙おむつ等（紙おむつ，
紙おむつ代用品（サラ
シ・ガーゼ・脱脂綿，ア
ナルプラグ, パッド・
パッド付パンツ等））

※固定用テープ及び介護
用洗浄用品、使い捨て汚
損防止シートを含む。

重
　
複
　
不
　
可

電気式たん吸引器

ぼうこうまたは直腸機能障害者
で、ストマ造設者
蓄尿袋においては、ぼうこう障
害で、高度の排尿機能障害(カ
テーテル常時留置、あるいは自
己導尿の常時施行）を伴う人

年齢制限なし

上記「洗腸装具」の対象者　★

　
　
　
　
　
　
重
　
複
　
不
　
可

ストーマ
（用品を含む）※3
★
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頭部保護帽Ａ
★

知的障害者で、てんかんの発作
等により頻繁に転倒する人また
は自傷行為を行う人

年齢制限なし Ａ15,700 ３年

頭部保護帽Ｂ　※2
★

知的障害者で、てんかんの発作
等により頻繁に転倒する人自傷
行為を行う人

年齢制限なし Ｂ37,900 ３年

洗浄機能付便座 重度または最重度の知的障害者
で、訓練を行っても自ら排便後
の処理が困難な人

学齢児以上 50,000 ５年

紙おむつ等（紙おむつ，
紙おむつ代用品（サラ
シ・ガーゼ・脱脂綿，ア
ナルプラグ, パッド・
パッド付パンツ等））

※固定用テープ及び介護
用洗浄用品、使い捨て汚
損防止シートを含む。

重度の知的障害者で、排尿もし
くは排便の意思表示が困難で
あって、次のA,Bの両方を満た
す人

A.自力（自らの意思）でトイレ
に行き、便座※に座ることがで
きないこと
B.介助による定時排泄をするこ
とができないこと

※排便補助具及び洗浄機能付便
座の使用を含む。ただし、原則
１年間に限り、自立訓練のため
に排便補助具を併用する場合を
除く。

３歳以上 12,000（月額） －

特殊マット（防水マッ
ト）
●

重度または最重度の知的障害者 ３歳以上 24,600 ３年

電磁調理器 重度または最重度の知的障害者 18歳以上 15,000 ６年

頭部保護帽Ａ
★

精神障害者保健福祉手帳１級
で、てんかんの発作等により頻
繁に転倒する人

年齢制限なし Ａ15,700 ３年

頭部保護帽Ｂ
★ ※2

精神障害者保健福祉手帳１級
で、てんかんの発作等により頻
繁に転倒する人

年齢制限なし Ｂ37,900 ３年

重
複
不
可

精
神
障
害
者
向

重
複
不
可

知
　
的
　
障
　
害
　
者
　
向

　
重
複
不
可
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洗浄機能付便座 上肢機能障害のある人であって
医師の意見書により給付が必要
と認められる人

学齢児以上 50,000 ５年

難
　
病
　
患
　
者
　
等
　
向

紙おむつ等（紙おむつ，
紙おむつ代用品（サラ
シ・ガーゼ・脱脂綿，ア
ナルプラグ, パッド・
パッド付パンツ等））

※固定用テープ及び介護
用洗浄用品、使い捨て汚
損防止シートを含む。

難病患者等でその疾病が起因と
なり下肢または体幹機能に障害
があり、かつその疾病が起因と
なり排尿もしくは排便の意思表
示が困難であって、次のA,Bの
両方を満たす人（医師意見書で
確認）

A.自力（自らの意思）でトイレ
に行き、便座※に座ることがで
きないこと
B.介助による定時排泄をするこ
とができないこと

※排便補助具及び洗浄機能付便
座の使用を含む。ただし、原則
１年間に限り、自立訓練のため
に排便補助具を併用する場合を
除く。

３歳以上 12,000（月額） －

特殊マット（防水マッ
ト）
●

寝たきりの状態である人であっ
て医師の意見書により給付が必
要と認められる人

３歳以上 24,600 ３年

床ずれ防止用具
●（エアマット、除圧
マット）

寝たきりの状態である人であっ
て医師の意見書により給付が必
要と認められる人

３歳以上 102,000 ５年

特殊寝台
●

寝たきりの状態である人であっ
て医師の意見書により給付が必
要と認められる人

３歳以上 154,000 ８年

特殊尿器
●

自力で排尿できない人であって
医師の意見書により給付が必要
と認められる人

学齢児以上 67,000 ５年

体位変換器
●

寝たきりの状態である人であっ
て医師の意見書により給付が必
要と認められる人

３歳以上 15,000 ５年

入浴補助用具
●

入浴に介助を要する人であって
医師の意見書により給付が必要
と認められる人

３歳以上 90,000 ５年

移動用リフト
●（昇降座いす）

下肢または体幹機能に障害のあ
る人であって医師の意見書によ
り給付が必要と認められる人

３歳以上 159,000 ４年

移動用リフト
●

上記のもののうち機器の設置・
稼動スペースを確保できる人

３歳以上 250,000
(本体のみ200,000)
(つり具のみ50,000)

４年

歩行支援用具
●

下肢が不自由な人であって医師
の意見書により給付が必要と認
められる人

３歳以上 60,000 ８年

住宅改修費
●

下肢または体幹機能に障害のあ
る人であって医師の意見書によ
り給付が必要と認められる人

年齢制限なし 200,000 ―

 
重
複
不
可

重
　
複
　
不
　
可

重
複
不
可
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36,000

※電気式たん吸引器
との両用器について
は，72,500

56,400

※ネブライザーとの
両用器については，
72,500

手動式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある人で
あって医師の意見書により給付
が必要と認められる人

年齢制限なし 3,800（月額） ―

動脈血中酸素飽和度測定
器(パルスオキシメー
ター）

ヒュージョーンズ分類４以上に
該当する人、NYHA Ⅲ以上に該
当する人、サチュレーション
spo2が90％未満の人、または指
定難病の重症度基準に該当する
人で、次のいずれかに該当する
人（医師意見書で確認）
①在宅酸素療法を行う人
②人工呼吸器を常時必要とする
人
③医師により血中の酸素濃度を
測定することが必要と認められ
た人

年齢制限なし 36,000 ５年

暗所視支援眼鏡 網膜色素変性症等の疾患により
夜盲または視野狭窄の症状があ
り、白杖を使用した単独歩行が
可能で、医師の意見書で有用性
及び安全性が認められる人

※申請前に、指定する病院で医
師の診察を受けていただく必要
があります。詳しくは各区役
所・支所にお問い合わせくださ
い。

12歳以上 198,000 ８年

難
　
病
　
患
　
者
　
等
　
向

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある人で
あって医師の意見書により給付
が必要と認められる人

年齢制限なし ５年

ネブライザー 呼吸器機能に障害のある人で
あって医師の意見書により給付
が必要と認められる人

年齢制限なし ５年

重
　
複
　
不
　
可
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重
度
の
重
複
障
害
者
向

動脈血中酸素飽和度測定
器(パルスオキシメー
ター）

重度または最重度の知的障害者
かつ肢体障害 １・２級の人で
あって、次のいずれかに該当す
る人
①在宅酸素療法を行う人
②人工呼吸器を常時必要とする
人
③医師により血中の酸素濃度を
測定することが必要と認められ
た人　※4

年齢制限なし 36,000 ５年

共
　
通

火災警報機 障害等級１・２級、または重度
もしくは最重度の知的障害者
（児）（いずれも火災発生の感
知及び避難が著しく困難な障害
者のみの世帯及びこれに準ずる
世帯）

年齢制限なし 15,500
（１世帯につき２台

を限度とする）

８年

自動消火器 障害等級１・２級、または重度
もしくは最重度の知的障害者
（児）（いずれも火災発生の感
知及び避難が著しく困難な障害
者のみの世帯及びこれに準ずる
世帯）

年齢制限なし 28,700 ８年

※ 1  聴覚障害者用屋内信号装置には、 聴覚障害者用目覚時計、 聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
※ 2  Ｂ ： スポンジ、革、プラスチックが主材料のものに限る。
※ 3  ストーマの用品については、区役所・支所の保健福祉課にお問い合わせください。
※ 4  医師意見書で確認する。

★印の品目については、 入院及び入所の場合も 支給対象となります。
介護保険の対象となる方は、●印の品目については、原則介護保険からの貸与・給付となります。
契約済、 購入済、 支払済のものについては支給を行いません。
「障害および程度」は、身体障害者手帳の場合、障害名の欄の各等級をご確認ください。
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